
 

 

大和市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２５年３月２９日 

                     大和市長 大 木  哲   

 

大和市規則第２１号 

大和市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則 

大和市児童福祉法施行細則（昭和５６年大和市規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「市長は、障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律」に、「第２９条」を「第２９条第１項」に、「第３０条」を「第３０条第１項」

に、「同法第３２条に規定するサービス利用計画作成費、同法第３３条に規定する高額障害福祉

サービス費及び同法第７６条」を「同法第５１条の１７第１項に規定する計画相談支援給付費、

同法第５１条の１８第１項に規定する特例計画相談支援給付費、同法第７６条第１項」に改め、

「補装具費」の次に「及び同法第７６条の２第１項に規定する高額障害福祉サービス等給付費」

を加え、「に関しては、」を「の実施に関し必要な事項は、市長が」に改める。 

第３条第１項及び第２項、第４条並びに第１６条第２項中「障害児」を「障がい児」に改める。 

別表第１中「在宅障害児（者）」を「在宅障がい児（者）」に改める。 

附 則 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

 

 


